
千福が丘区の旨i`へ

ムる9月 13日 (木).千福が丘小学校体育館におしヽて.裾野市王従の説明会
を開tしました.お忙しい中ご参加くださつた皆様.ありがとうごさいました.
その際.多加されなかった●.ま′_途中でお帰りになつた0などがいらつしや
いましたので.市が説明したの杏 .ヽ.Iな貢疑価さをまとめたものを回覧いたし
ます.

なおiな質野応答:ま 内容別 |こまとめてあるため.順序は前後しています.ま
た内杏を整理していますので.説明会時と一語―句同じてはありません.予めご
了承ください.

裾野市白治振興.・

喘 野市長 村田 悠 あいさつ】
,年度.千福が丘区においで区長がヨ属てきていない奥韻です.
そして本来区長を通して行われるべき業務が円滑に行われていないとの声が

多数雪せられています.

本説明会は.この状況下で0と して0ができるのか.何をすべきかを整理
t 住民の皆1様にご説明するため|[爵にしました.

【詢 から説明したiな内容】※別画
掘 明会当日に配布した資料に沿つて説明

(21,市回覧・醒市物の配送方速の暫定的な対応について (案)(別●4P)
・市からの回覧・配●物|_ いてのお問合せが多い事.またヽも住民の皆様に
市の情報が届いていないことを問題としている.
・現在町内会館から

=班
長に配送されている方法を変更レ.市が直接班長に配

送し.■の皆様に回覧・配●していただく方
=に
することを考えている.

Ⅲ は自治会員であるかないかに問わらす.裾野市民である万含員に回覧・配
市をお願いしたい.

・市は個人へのコ送はせす.班長に回覧・配市をお願いし′_いので.今年度下
期の班長全員にご協力いただきたい.
・●が提字するこの方法は.区長が未委嘱の期間.最長で今年度末までとする
暫定的な対応.それまで|こ白治会運営を正常化させていただきたい.
・令祀8年度以降も区長が来定しない場合.市はこの配送方法を′ネ続しない.
もしこの状態が続く揚台.令和 8年度以降は.市役所本庁0宮岡支所などの
公共施設で受取|りを  ́ いただきたい.

回 覧
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区長のに魚 区長晏嘔 |こついて

O n和 7年度.市は千層が丘区長を,嘔しているか.
A 姜嘔していない.

Q 区長を名乗つている人がいるが.どういうことか.
A〈市の姜颯した区長ではな<)区の中の役暉と認識している。

Q 区から3人推薦があつたというが.各々にその根‐拠を求めないのか.
A 根拠が出されても.… に判断する重率がない.

Q 〈6月に日崎総会を開催しO il民の過半数の承認を得た区長 C褥昔)が
いる。その人を市が要嘱しないことについて説明してほ颯

A 令和7年 3月中に.2名の推喘詈が円 された.市は2人共に健薦書を不
受理とし、区で1本化してほしいと依頼した.その後あと1人を,0え.3人
の推薦目が提出されており.未だ1本 1しされていない.市はその経綺も合
め.住民の民意が判断できないため.現時点で誰も区長に委嘱していない。

Q 哺 野市区長設置規則」では.各区から盤焉された者を市が姜嘔するとあ
る。住民の民慧で推露された人であれば良いが.跡手に提出した人について

`ぜ
青知 (髪颯)にするのか.

A通 常.前年度区長が次年度区Iの推

“
=を
提出する.市は (区内で〉どの

ように決定しているのかは確認していない.また国 人疇 者が出ることは
親定していない

Q 現在‐「補が丘区は.区長と自泊会長加 」″である.自治会長が区長となる
というのではダメか

A 千褐が庁区の会則等で決まっていると田議しており.その正誤性につい
て.市は判断てきない.また●がその決まりを変更することもできない.

0 今後のいの対応について草準を作るのはどうか.そしてその基奉を鴻たし
た人を区長に要嘱するのはどうか。

A 複椒名の値薦があつた握鮮 に対匝するため.具体的な基準を設ける.例え
ば.区吊の過半数が承認した人を市は晏嶋ダるなど.今後同様の■憩が起こつ

た場合にも
'す

応できるよう内容は椰 」する.
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ャri:雪a,11,iFTi:こ員長言:::iこ:テし、¬
昴 協力して総会を問tして|ましい.
市が自治
=の
運営に介入することはできない.

Q 市が|メ長選挙をiってほしい
A 民事介入|こなるため.行うことはできない.

Q 令和 5年度の
'討
金は返遣、6,農は辞退と聞いている.令和7年虔はど

うか。

A 令和7年度は申話が0:いため禾交付.

区互理壁嗜|〔つ。ヱ]
Q 現在の子福が丘区を分言1(2～ 4つに,するのはどうか
A 選択肢としてはあるが.市が判断することはできない

Q 「区 〈自治会)」 の基準はあるか。例えば ,α)D戸のうち.個件抜けたら
区になれないのか_

A 基準はない。

し這自贅交付金につい
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0 区内の一般山●回覧物はどうなるのか
A 今回の対応は.市の回‐ 配布物について.輌年行つている 責巴 1,の万

Q 市口賃枷 の提案は早急に行つてほしん .ヽ確 に配市することは

徹磨してほしい.

A 今後班長にご意見をいただく

■に組み込む形になる.ただし.区内で独自|こ回しているものを市は統制て
きない.

0 この,伏が:解決せす.令和8年曖以降も市が区長σ凄場をしない場合.市
の回買・ e布勤への対応は経続してもらえ0のか
A 最長で令和7年度末 (R8つ月末)までとする.それまでに自治会運営を
円滑にしていただきたい.

Q 支援としてはこれが最大限なのか.最小壕なのか
A 回舅・配布に関しては.市の情報が,1犬多くの区民に伝わらないという鰈
遜について.ベストと考えている.


